
（教育）行政の中立、公平、公正論による市民活動等の制限について（関連法規） 

1 日本国憲法 
第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられな

い。（以下省略） 

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及

び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反

しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす

る。 

第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、

性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的

関係において、差別されない。 

第 15 条  

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕

者ではない。 

第 19 条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第 20 条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。い

かなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行

使してはならない。 

第 21 条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自

由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵し

てはならない。 

第 89 条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは

団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しな

い慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はそ

の利用に供してはならない。 

 

２ 教育基本法 

（政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上

尊重されなければならない。 

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反

対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 

（宗教教育） 

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な

教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されな

ければならない。 

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のた

めの宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 

第三章 教育行政 

（教育行政） 

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法

律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、

教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互

の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 

 

３ 社会教育法 

（公民館の運営方針） 

第二三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に

公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙

に関し、特定の候補者を支持すること。 

２ 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特

定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 

 

４ 特定非営利活動促進法 

第二条 

 （略） 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育

成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること

を主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第

三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補

者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と

するものでないこと。 

 

５ 地方自治法 

（公の施設） 

第二百四十四条 

１ 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつ

てその利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設

けるものとする。 

２ 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公

の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することに

ついて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 

６ 政治資金規正法 

第三条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体

をいう。 

一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに

反対することを本来の目的とする団体 

二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対

することを本来の目的とする団体 

 

7 宗教法人法 
（宗教団体の定義） 
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひ
ろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる
目的とする左に掲げる団体をいう。 
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これ
らに類する団体 
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修
道会、司教区その他これらに類する団体 


